
 

玉城町告示第 ８２ 号  

 

 

   玉城町 住民 主体のまちづ くり 事業補助金 交 付要 綱  

 

（趣旨）  

第１条  この 要綱 は、住民、事業者 及び行政の協 働に よる地域コミ ュニ

ティの活性化 を基 盤としつつ 、住民 にとって魅力 ある 玉城町を住民 自

らが企画する「住 民主体のまち づく り」への 深化を図 るため、多様な

主体の参画及 び活 動を促す玉城 町住 民主体のまち づく り事業（以下

「まちづくり 事業 」という 。）に対 し、予算の範 囲内 において補助 金

を交付するこ とに 関し、玉城町 補助 金等交付規則（昭 和４３年玉城 町

規則第５号） に定 めるもののほ か、 必要な事項を 定め る も の と す る 。 

（交付対象者 ）  

第２条  補助 金の 交付対象者は 、次 の各号のいず れか に該当する団 体と

する。ただし 、宗 教若しくは政 治活 動を目的とす る団 体又は設立趣 旨

若しくは活動 内容 その他の事項 によ り補助の対象 とし て適当でない

と認められる 団体 は、この限り で な い。  

 ( 1 )  住民自治組 織  

 ( 2 )  ボランティ ア及びＮＰＯ 団体  

 ( 3 )  教育、芸術 、文化及びス ポー ツ団体  

 ( 4 )  商業、農業 及び経済団体  

 ( 5 )  前各号に掲 げるもののほ か、 地域の活性化 を目 的とする団体  

２  前項の規 定に かかわらず 、この 要綱による補 助金 の交付を通算 して

３回受けた団 体は 、その翌年度 以降 、補助金の交 付を 申請すること が

できない。  

（交付対象事 業）  

第３条  補助 の対 象となるまち づく り事業は、次の各 号の全てに該 当す

る事業とする 。  

 ( 1 )  町内におい て地域の活性 化を 図り、又は地域の 特色を活 かす 事業  



 

 ( 2 )  住民の労力 提供がある事 業  

 ( 3 )  公共性のあ る事業  

 ( 4 )  町の他の補 助金又は交付 金の 交付を受けて いな い事業  

 ( 5 )  法令又は条 例若しくは規 則に 抵触しない事 業  

（交付対象経 費）  

第４条  補助 の対 象となる経費 は、まちづくり事 業の 実施に必要な 経費

のうち別表に 定め る項目のとお りと する。  

（補助金の額 ）  

第５条  補助 金の 額は、補助 対象経 費の合計額か ら補 助に係る事業 で得

た収入を控除 した 額の１０分の ９以 内とし、次 の各号 に掲げる区分 に

応じ、当該各 号に 定める額を限 度と する。  

 ( 1 )  新規団体が 行う事業（以 下「 新規事業」と いう 。）２０ 万円  

 ( 2 )  前号以外の 事業  １０万 円   

２  前項第１ 号の 規定にかかわ らず 、新規団体 として 申請する場合 であ

っても、その 会員 （代表者を含 む。）の２分の１ 以上 が、過去に本 補

助金の交付を 受け たことのある 他の 団体の会員と 同一 で あ る と き は 、

前項第２号に 定め る額を限度と する 。  

３  町長が指 定す る「重点 テーマ枠 」へ応募 をし、採 択された事業 につ

いては、前項の規 定にかかわら ず、次の各号に掲 げる 区分に応じ 、当

該各号に定め る額 を限度とする 。  

 ( 1 )  新規事業  ３０万円   

 ( 2 )  前号以外の 事業  １５万 円   

４  前各項の 規定 により算出し た金 額に１，０ ００円 未満の端数が 生じ

たときは、こ れを 切り捨てるも のと する。  

（交付申請）  

第６条  補助 金の 交付を受けよ うと する団体（次 条に おいて「申請 した

団体」という 。） は、玉城町住 民主 体のまちづく り事 業補助金交付 申

請書（様 式第１号 ）に次に 掲げる書 類を添えて 、町長 に申請しなけ れ

ばならない。  

 ( 1 )  事業（変更 ）計画書（様 式第 ２号）  



 

 ( 2 )  収支予算書 （様式第３号 ）  

 ( 3 )  団体に関す る調書（様式 第４ 号）  

 ( 4 )  その他、町 長が必要と認 める 書類  

（交付決定）  

第７条  町長 は、前条に規定す る申 請がされたと きは 、その内容を 町が

設置するまち づく り審査会によ り審 査し、適当 と認め たときは補助 金

の交付を決定 し、玉城町住民主 体の まちづくり事 業補 助金交付決定 通

知書（様式第 ５号 ）により申請 した 団体に通知す るも のとする。  

（事業の変更 等）  

第８条  補助 金の 交付の決定を 受け た団体は、まちづ くり事業の内 容及

びまちづくり 事業 に要する経費 配分 の変更（補 助対象 経費の１０分 の

３を超えない 額の 変更であって 、か つ、補助金の 額に 増額変更を生 じ

ない場合を除 く。）を行うとき 又は まちづくり事 業 を 中止し、若し く

は廃止すると きは 、あらかじ め玉城 町住民主体の まち づくり事業変 更

（中止・廃止）申 請書（様式第６ 号 ）に次に掲げる 書 類を添えて、町

長に申請しな けれ ばならない。  

 ( 1 )  事業（変更 ）計画書（様 式第 ２号）  

 ( 2 )  収支予算書 （様式第３号 ）  

 ( 3 )  その他、町 長が必要と認 める 書類  

２  町長は、 前項 に規定する申 請が されたときは 、そ の内 容 を 審 査 し 、

適当と認めた とき は、玉城 町住民主 体のま ち づ く り 事 業 変 更（ 中 止 ・

廃止）決 定通知書（様式第 ７号）に より変更等を 申請 した団体に通 知

するものとす る。  

（実績報告）  

第９条  補助 金の 交付の決定を 受け た団体は、補助対 象事業完了の 日か

ら起算して３ ０日 を経過した日 又は 補助金の交付 の決 定のあった日

の属する年度 の３ 月３１日のい ずれ か早い日まで に玉 城町住民主体

のまちづくり 事業 補助金実績報 告書（様式第８号 ）に 次に掲げる書 類

を添えて、町 長に 報告しなけれ ばな らない。  

 ( 1 )  事業報告書 （様式第９号 ）  



 

 ( 2 )  収支決算書 （様式第１０ 号）  

 ( 3 )  事業実施写 真及び資料等  

 ( 4 )  その他、町 長が必要と認 める 書類  

（補助金確定 ）  

第１０条  町 長は 、補助金の 交付の 決定を受けた 団体 から前条 の規 定に

基づく実績報 告を 受けた内容を 審査 し、事業が 完了し たことを確認 し

たときは補助 金の 額を確定し玉 城町 住民主体のま ちづ くり事業補助

金確定通知書 （様 式第１１号） によ り団体に通知 する ものとする。  

（補助金の請 求）  

第１１条  前 条の 規定による通 知を 受けた団体が 補助 金を請求しよ う

とするときは 玉城 町住民主体の まち づくり事業補 助金 請求書（様 式第

１２号）によ り町 長に請求しな けれ ばならない。  

２  町長は、必要 があると認め ると きは、補助金 の額 の確定前にお いて

補助金交付決 定額 の１０分の８ を限 度として概算 払を することがで

きる。  

（まちづくり 審査 会）  

第１２条  町 長は 、この要綱 による 補助金の交付 に係 る審査等を行 うた

め、必要に応 じま ちづくり審査 会を 設置すること がで きる。  

（補則）  

第１３条  こ の要 綱の施行に関 し必 要な事項は、 別に 定める。  

 

 

附  則  

 

この要綱は、 公表 の日から施行 する 。  

 



 

別表（第４条 関係 ）  

項目  内容  

原材料費  事業に使用す る原 材料費  

旅費  講師等の交通 費及 び宿泊費（町 の基 準に準ずる 。）  

通信運搬費  事業の実施に 必要 な郵便代その 他の 経費  

燃料費  事業に必要な 車両 又は機械の燃 料費  

保険料  事業の実施に 係る 保険料  

報償費  講師への謝金 又は 専門的技能を 有す る協力者への

謝金その他の 経費  

使用料及び

賃借料  

車両又は機械 の借 上料若しくは 会場 使用料その他

の経費  

印刷製本費  チラシ、ポス ター 、冊子その他 の印 刷物の作成経

費  

消耗品費  事業に必要な 消耗 品の購入費  

事務費  連絡用電話代 、案 内状等の郵送 料、 連絡用車両の

燃料費、申請 ・実 績報告事務に 必要 な消耗品費及

び用紙・写真 等の 印刷代、コピ ー代 等（事務費以

外の補助対象 経費 の１０％以内 ）  

その他  まちづくり事 業の 実施のため町 長が 特に必要があ

ると認める経 費  

 


